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はじめに 

 

本県の自殺者数は、平成 30（2018）年に 372 人と過去最少

の自殺者数となりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大等

の影響により、令和 3（2021）年は 392 人となっており、依然

として自殺者数の高い水準が続いています。 

 

本県ではこれまで、平成 21（2009）年 3 月に「宮城県自殺対

策計画」を策定し、平成 25（2013）年 3 月には、東日本大震災

の影響等を踏まえた見直しを行い、平成 30（2018）年には自殺

対策基本法の改正や自殺総合対策大綱の見直しを踏まえた計画

の見直しを行っており、自死対策の推進に努めてまいりました。 

 

国において、令和 4（2022）年に自殺総合対策大綱の見直しを行い、「新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を踏まえた対策の推進」を目指すとともに、「子ども・若者の自殺対策を更に推進す

る」ことや「女性の自殺対策を更に推進する」ことを盛り込み、包括的かつ総合的な自死対策の一

層の強化を図ることとしています。 

 

また、本県の自死対策計画においても、令和 4 年を中間見直しの年としておりましたことから、

これまでの計画を見直し、策定したものです。 

 

今回の見直しでは、本県の自死の現状等を踏まえ、自死の基本的な認識として「新型コロナウイ

ルス感染症をはじめとする新興感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進」を掲げるとともに、重点

的に取り組むべき課題として「女性関連問題」を新たに掲げ、その対策を示すとともに、自死の原

因となりうる様々な社会的要因への対策を取りまとめ、誰も自死に追い込まれることのない宮城県

の実現に向けて、生きることの包括的な支援を着実に推進してまいりたいと考えております。 

 

自死は、その多くが追い込まれた末の死であり、防ぐことができる社会的問題です。 

 

今後も、本計画及び市町村の自死対策計画に基づき、県民の皆様をはじめ、市町村や関係団体等

と連携しながら、自死対策の一層の推進に努めてまいりますので、皆様の御理解と御協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

最後に、計画の策定に当たり、多大なる御指導と御協力を賜りました「宮城県自死対策推進会議」

の構成員の皆様、関係団体の皆様に心よりお礼申し上げます。 
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